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１．概要 

○ 構造計算書偽装問題に係る分譲マンションの耐震改修を実施するに当たっては、

区分所有者の円滑な合意形成が必要である。 

○ 合意形成に当たっては、改修工事により影響を受ける特定の専有部分の効用回

復相当額の算定とその費用負担をいかに行うかが課題となる。 

○ このため、マンションの耐震改修に係る費用負担の合理的あり方について基本

的な考え方を示すガイドラインを策定し、耐震改修に向けた区分所有者間の円滑な

合意形成を促進する。 

 

２．ガイドラインの内容 

（１）マンションの改修工事に係る費用負担の基本的考え方 

区分所有法による費用負担の考え方のうち、共用部分に係る考え方を用いて耐

震改修工事に係る費用負担の考え方を整理。改修工事の費用負担にあたっては、

共用部分の共有持分割合によることが基本。 

 

（２）耐震改修等に係る費用負担の考え方と算定方法 

① 合理的な費用負担の考え方 

耐震改修工事は、マンション全体の安全性確保と効用の向上を目指して行われる

ものであるが、敷地上の制約等から採用可能な工法が限定され、特定の専有部分

に係る開口部に鉄骨ブレースを設置せざるを得ないような場合等があることから、

各区分所有者の費用負担に際しては、こうした特定の専有部分への影響を考慮の

うえ、衡平性の観点から合理的に行うことが望ましい。 

 

② 費用負担の考え方として、各区分所有者は建物全体に係る耐震改修工事費用

額のほか、特定の専有部分に係る効用回復相当額を上乗せして、相互に費用負担

することが合理的である。 

■費用区分の整理

 ①耐震改修工事費用額

 ④仮住居等に係る費用補償相当額

（費用の区分）

 ②専有面積以外に係る効用回復相当額

 ③専有面積に係る効用回復相当額

○費用発生に伴う
　 費用補償相当額

○建物全体に係る
　 工事費用額

○特定の専有部分に係る
　 効用回復相当額

○特定の専有部分への影
響に伴う効用回復相当額

「構造計算書偽装問題に係る分譲マンションにおける 
耐震改修の費用負担に係るガイドライン」の概要 



③ 費用負担割合の算定方法 

■各専有部分に係る費用負担額の算定式

〈① 当該専有部分が特定の専有部分に該当しない場合〉

各専有部分の
耐震改修等に係る費用負担額割合

〈② 当該専有部分が特定の専有部分に該当する場合〉

改修後の共用部分
の共有持分

耐震改修工事
費用額の配分額

特定の専有部分に係る効用回復相当額の各配分額合計

専有面積以外に
係る効用回復

相当額の配分額

専有面積に
係る効用回復

相当額の配分額
＋＋

改修前の共用部分
の共有持分

改修前の共用部分
の共有持分

改修前の共用部分
の共有持分

＝
仮住居等に

係る費用補償
相当額の配分額

＋

適用する配分率

当該特定の
専有部分に係る

効用回復相当額及び
費用補償相当額

＝ ＋ ＋ ＋ －
耐震改修工事

費用額（合計額）
の配分額

専有面積以外に
係る効用回復

相当額の配分額

専有面積に
係る効用回復

相当額の配分額

仮住居等に
係る費用補償

相当額の配分額

各専有部分の
耐震改修等に係る費用負担額割合

改修前の共用部分
の共有持分

適用する配分率

改修前の共用部分
の共有持分

改修前の共用部分
の共有持分

改修後の共用部分
の共有持分

特定の専有部分に係る効用回復相当額の各配分額合計

  
④ 特定の専有部分に係る価値補償相当額の算定方法を提示 

　

耐震改修後の一棟の建物及びその敷地の価額の算定

耐震改修前の一棟の建物及びその敷地の価額
（構造上の瑕疵がないと仮定）

　

耐震改修後の各専有部分に係る想定基礎床価額の算定

特定の専有部分に係る効用回復相当額の算定

特定の専有部分に係る各種効用の増減要因の検討

　

　

 
※ 本ガイドラインは、学者・有識者等から構成される「耐震偽装分譲マンション対策に

係る評価・費用負担等検討委員会」における検討結果の報告を踏まえて、国土交通省が

策定した。 
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